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一
〇

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
七
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
家
畜
の
検
査
を
実
施
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

実
施
の
目
的

　

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
う
ち
、
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
牛
カ
ン
ピ

ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症
及
び
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
予
防
の
た
め

二　

伝
染
性
疾
病
の
種
類
、
実
施
す
る
区
域
、
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範

囲
、
実
施
の
期
日
並
び
に
検
査
の
方
法

伝
染
性
疾
病

実
施
す
る

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜

又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及

実
施
の
期
日

検
査
の
方
法

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

の
種
類

区
域

び
範
囲

ブ
ル
セ
ラ
症

県
下
全
域

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必

要
と
認
め
た
牛
及
び
豚

令
六
・
四
・
一

か
ら
令
七
・

三
・
三
一
ま
で

の
間
に
お
い
て

家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す

る
日

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び

結
核
の
清
浄
性
維
持
サ

ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要

領
（
令
和
三
年
三
月
五

日
付
け
二
消
安
第
五
八

〇
〇
号
農
林
水
産
省
消

費
・
安
全
局
動
物
衛
生

課
長
通
知
）
に
よ
る
方

法

結
核

〃

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必

要
と
認
め
た
牛

〃

〃

ヨ
ー
ネ
病

〃

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は

供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て

い
る
雌
牛
及
び
そ
の
た
め

に
県
外
か
ら
導
入
す
る
雌

牛
並
び
に
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
必
要
と
認
め
た
牛

〃

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
六

年
農
林
省
令
第
三
十
五

号
）
別
表
第
一
に
よ
る

方
法

伝
達
性
海
綿
状

脳
症

〃

実
施
区
域
内
で
飼
育
さ
れ

て
お
り
、
生
前
に
歩
行
困

難
、
起
立
不
能
等
で
あ
っ

た
牛
の
死
体
及
び
農
林
水

産
大
臣
が
指
定
す
る
症
状

を
呈
し
て
い
た
又
は
呈
し

て
い
た
可
能
性
の
高
い
牛

の
死
体
（
地
理
的
条
件
等

に
よ
り
当
該
検
査
を
行
う

こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

と
し
て
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
場
合
を
除
く
。
）

令
六
・
四
・
一

か
ら
令
七
・

三
・
三
一
ま
で

〃

牛
カ
ン
ピ
ロ
バ

ク
タ
ー
症

〃

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必

要
と
認
め
た
牛

令
六
・
四
・
一

か
ら
令
七
・

三
・
三
一
ま
で

の
間
に
お
い
て

家
畜
保
健
衛
生

病
性
鑑
定
指
針
（
平
成

二
七
年
三
月
一
三
日
付

け
二
六
消
安
第
四
六
八

六
号
農
林
水
産
省
消

費
・
安
全
局
長
通
知
）
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所
長
が
指
定
す

る
日

に
よ
る
方
法

ト
リ
コ
モ
ナ
ス

症

〃

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必

要
と
認
め
た
牛

〃

〃

オ
ー
エ
ス
キ
ー

病

〃

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必

要
と
認
め
た
豚

〃

〃

大
分
県
告
示
第
百
七
十
五
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。                                                    　

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た

地
域

認
証
年
月
日

宇
佐
市

令
四
・
六
・
一
七
か
ら

令
五
・
一
一
・
二
八
ま

で

宇
佐
市
大
字
赤
尾
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

宇
佐
市
大
字
赤

尾
の
一
部

令
六
・　

三
・　

六

玖
珠
郡
九
重

町

令
二
・
七
・
一
四
か
ら

令
五
・
二
・
二
○
ま
で

玖
珠
郡
九
重
町
大
字

湯
坪
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

玖
珠
郡
九
重
町

大
字
湯
坪
の
一

部

令
六
・　

三
・　

六

大
分
県
告
示
第
百
七
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦
字
瀬
戸
奥
九
七
九
番
一
五
（
国
有
林
）
、
九
七
九
番
一
六
、
九
七
九
番
一

七
二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

大
分
県
告
示
第
百
七
十
七
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

六
年
三
月
二
十
六
日
に
次
の
と
お
り
小
割
り
式
一
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
は
ま
ち
養
殖

業
、
小
割
り
式
三
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
た
い
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
た
い
養
殖

業
、
小
割
り
式
三
年
魚
た
い
養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
か
ん
ぱ
ち

養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚

し
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
す
ず
き
養
殖
業
、
小
割
り
式

二
年
魚
す
ず
き
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
す
ず
き
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
養
殖
業
、
小
割

り
式
三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
ふ
ぐ
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
ふ
ぐ
養
殖
業
、
小
割

り
式
三
年
魚
ふ
ぐ
養
殖
業
、
小
割
り
式
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
ま
は
た
養
殖
業
、
小
割
り
式
三

年
魚
ま
は
た
養
殖
業
、
小
割
り
式
四
年
魚
ま
は
た
養
殖
業
、
小
割
り
式
五
年
魚
ま
は
た
養
殖
業
、
小
割
り
式

す
ぎ
養
殖
業
、
小
割
り
式
ま
さ
ば
養
殖
業
、
小
割
り
式
か
わ
は
ぎ
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
め
ば
る
養
殖

業
、
小
割
り
式
三
年
魚
め
ば
る
養
殖
業
、
小
割
り
式
四
年
魚
め
ば
る
養
殖
業
、
小
割
り
式
ひ
ら
め
養
殖
業
、

小
割
り
式
二
年
魚
く
ろ
ま
ぐ
ろ
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
く
ろ
ま
ぐ
ろ
養
殖
業
、
小
割
り
式
四
年
魚
く
ろ

ま
ぐ
ろ
養
殖
業
及
び
小
割
り
式
五
年
魚
く
ろ
ま
ぐ
ろ
養
殖
業
の
一
定
の
水
域
を
定
め
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

小
割
り
式
一
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
は
ま
ち
養

殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
た
い
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
た
い
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
た
い
養
殖

業
、
小
割
り
式
一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
か

ん
ぱ
ち
養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小
割
り

式
三
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
す
ず
き
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
す
ず
き
養
殖
業
、

小
割
り
式
三
年
魚
す
ず
き
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
ひ
ら
ま
さ

養
殖
業
、
小
割
り
式
一
年
魚
ふ
ぐ
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
ふ
ぐ
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
ふ
ぐ
養

殖
業
、
小
割
り
式
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
ま
は
た
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
ま
は
た
養
殖

業
、
小
割
り
式
四
年
魚
ま
は
た
養
殖
業
、
小
割
り
式
五
年
魚
ま
は
た
養
殖
業
、
小
割
り
式
す
ぎ
養
殖
業
、

小
割
り
式
ま
さ
ば
養
殖
業
、
小
割
り
式
か
わ
は
ぎ
養
殖
業
、
小
割
り
式
二
年
魚
め
ば
る
養
殖
業
、
小
割
り
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式
三
年
魚
め
ば
る
養
殖
業
、
小
割
り
式
四
年
魚
め
ば
る
養
殖
業
及
び
小
割
り
式
ひ
ら
め
養
殖
業

加
入
区
の
名
称

区　
　
　
　
　

域

点　

の　

位　

置

臼
杵
第
一
加
入
区

区
第
二
五
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ニ
、
ｄ
、
ｇ
、
ａ
及
び
ニ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

基
点
第
八
一
五
号
か
ら
六
九
度

一
、
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

基
点
第
七
六
一
号
か
ら
二
五
〇

度
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
の
点

ハ
か
ら
二
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
の
点

ニ
か
ら
二
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
の
点

ハ
か
ら
五
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｆ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
の
点

ニ
か
ら
五
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｇ　

点
ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｃ
、
ｄ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｈ　

点
ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｅ
、
ｆ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

臼
杵
第
二
加
入
区

区
第
二
五
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｄ
、
ｆ
、
ｈ
、
ｇ
及
び
ｄ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

臼
杵
第
三
加
入
区

区
第
二
五
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｆ
、
イ
、
ｂ
、
ｈ
及
び
ｆ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

臼
杵
第
四
加
入
区

区
第
二
五
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｈ
、
ｂ
、
ロ
、
ｅ
及
び
ｈ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

臼
杵
第
五
加
入
区

区
第
二
五
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ｈ
、
ｅ
、
ｃ
及
び
ｇ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

臼
杵
第
六
加
入
区

区
第
二
五
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ｇ
、
ｃ
、
ハ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

臼
杵
第
七
加
入
区

区
第
二
七
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

津
久
見
第
一
加
入
区

区
第
二
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

津
久
見
第
二
加
入
区

区
第
二
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

津
久
見
第
四
加
入
区

区
第
二
八
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

津
久
見
第
五
加
入
区

区
第
二
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

津
久
見
第
九
加
入
区

区
第
二
八
四
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

保
戸
島
第
一
加
入
区

区
第
三
〇
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

上
浦
第
五
加
入
区

区
第
三
二
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ニ
、
ａ
、
ｇ
、
ｃ
及
び
ニ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

点
ニ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ニ
か
ら
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

イ
か
ら
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ニ
か
ら
二
七
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ニ
か
ら
五
五
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ハ
か
ら
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｆ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ハ
か
ら
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｇ　

点
ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｃ
、
ｅ
を
結
ん
だ
線
の
交
点

ｈ　

点
ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｄ
、
ｆ
を
結
ん
だ
線
の
交
点

上
浦
第
六
加
入
区

区
第
三
二
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｃ
、
ｇ
、
ｈ
、
ｄ
及
び
ｃ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

上
浦
第
七
加
入
区

区
第
三
二
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｄ
、
ｈ
、
ｂ
、
イ
及
び
ｄ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

上
浦
第
八
加
入
区

区
第
三
二
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｈ
、
ｆ
、
ロ
、
ｂ
及
び
ｈ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

上
浦
第
九
加
入
区

区
第
三
二
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ｅ
、
ｆ
、
ｈ
及
び
ｇ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

上
浦
第
十
加
入
区

区
第
三
二
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ハ
、
ｅ
、
ｇ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

上
浦
第
一
一
加
入
区

区
第
三
二
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
イ
、
ロ
、
ｂ
、
ａ
及
び
イ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
の
中

間
点

ｂ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
の
中

間
点

上
浦
第
一
二
加
入
区

区
第
三
二
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ｂ
、
ハ
、
ニ
及
び
ａ
の
各
点
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を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

上
浦
第
一
三
加
入
区

区
第
三
二
四
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

佐
伯
第
一
加
入
区

区
第
三
五
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

佐
伯
第
二
加
入
区

区
第
三
三
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

佐
伯
第
三
加
入
区

区
第
三
五
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

佐
伯
第
四
加
入
区

区
第
三
五
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

佐
伯
第
七
加
入
区

区
第
三
六
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

佐
伯
第
一
一
加
入
区

区
第
三
五
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

佐
伯
第
一
四
加
入
区

区
第
三
六
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ホ
、
ｆ
、
ｅ
、
基
点
第
一
一
〇
二

号
及
び
点
ホ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
に

よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ａ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
三
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
ハ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ハ
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
ハ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ハ
か
ら
六
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
六
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

基
点
第
一
一
〇
二
号
よ
り
佐
伯

市
大
字
塩
内
浦
の
大
羽
山
東
端
見

通
し
線
上
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｆ　

基
点
第
一
一
〇
一
号
か
ら
基
点

第
一
〇
三
三
号
見
通
し
線
上
一
七

〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｇ　

基
点
第
一
一
〇
一
号
か
ら
基
点

第
一
〇
三
三
号
見
通
し
線
上
二
六

五
メ
ー
ト
ル
の
点

ｈ　

点
ｃ
、
ｄ
の
中
点

佐
伯
第
一
五
加
入
区

区
第
三
六
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｆ
、
ｇ
、
ｈ
、
ｄ
、
イ
、
ｅ
及
び

ｆ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
区
域

佐
伯
第
一
六
加
入
区

区
第
三
六
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ニ
、
ｃ
、
ｈ
及
び
ｇ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

佐
伯
第
一
七
加
入
区

区
第
三
六
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

佐
伯
第
一
八
加
入
区

区
第
三
六
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ロ
、
ハ
、
ｂ
、
ａ
及
び
ロ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

佐
伯
第
二
二
加
入
区

区
第
三
六
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
一
二
〇
二
号
、
点
イ
、
ａ
、

ｂ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ａ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

イ
か
ら
二
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
ａ
か
ら
点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
最
大

高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点

佐
伯
第
二
三
加
入
区

区
第
三
六
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｂ
、
ａ
、
ロ
、
基
点
第
一
〇
三
三

号
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

鶴
見
第
一
加
入
区

区
第
三
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

鶴
見
第
四
加
入
区

区
第
三
八
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

鶴
見
第
五
加
入
区

区
第
三
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

鶴
見
第
六
加
入
区

区
第
三
九
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

鶴
見
第
七
加
入
区

区
第
三
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
二
八
九
号
、
点
イ
、
ａ
、
ｂ

の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ａ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
の
中

間
点

ｂ　

点
ａ
か
ら
点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
最
大

高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点

鶴
見
第
八
加
入
区

区
第
三
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｂ
、
ａ
、
ロ
、
基
点
第
二
九
〇
号

の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

鶴
見
第
九
加
入
区

区
第
三
八
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
一
二
二
九
号
、
点
イ
、
ａ
、

ｃ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ａ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
と
基
点

第
一
二
二
九
号
か
ら
二
二
七
度
の

線
と
の
交
点

ｂ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
と
基
点

第
一
二
二
九
号
か
ら
二
〇
三
度
の

線
と
の
交
点

ｃ　

点
ａ
か
ら
点
ロ
、
基
点
第
一
二

三
〇
号
を
結
ん
だ
線
に
平
行
に
伸

ば
し
た
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線

と
の
交
点

ｄ　

点
ｂ
か
ら
点
ロ
、
基
点
第
一
二

三
〇
号
を
結
ん
だ
線
に
平
行
に
伸

ば
し
た
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線

と
の
交
点

鶴
見
第
十
加
入
区

区
第
三
八
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｃ
、
ａ
、
ｂ
、
ｄ
の
各
点
を
順
次

に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
区
域

鶴
見
第
一
一
加
入
区

区
第
三
八
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｄ
、
ｂ
、
ロ
、
基
点
第
一
二
三
〇

号
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
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鶴
見
第
一
三
加
入
区

区
第
三
九
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

鶴
見
第
一
四
加
入
区

区
第
四
一
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｃ
、
ロ
、
ａ
、
ｇ
及
び
ｃ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
二
四
三
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
四
八
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

点
ハ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ハ
か
ら
一
四
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ｆ　

点
ハ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ハ
か
ら
二
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｇ　

点
ａ
か
ら
点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

ｃ
、
ｅ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｈ　

点
ｂ
か
ら
点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

ｃ
、
ｅ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｉ　

点
ａ
か
ら
点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

ｄ
、
ｆ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｊ　

点
ｂ
か
ら
点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

ｄ
、
ｆ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

鶴
見
第
一
五
加
入
区

区
第
四
一
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ａ
、
ｂ
、
ｈ
及
び
ｇ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

鶴
見
第
一
六
加
入
区

区
第
四
一
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｈ
、
ｂ
、
ハ
、
ｅ
及
び
ｈ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

鶴
見
第
一
七
加
入
区

区
第
四
一
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｄ
、
ｃ
、
ｇ
、
ｉ
及
び
ｄ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

鶴
見
第
一
八
加
入
区

区
第
四
一
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｉ
、
ｇ
、
ｈ
、
ｊ
及
び
ｉ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

鶴
見
第
一
九
加
入
区

区
第
四
一
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｊ
、
ｈ
、
ｅ
、
ｆ
及
び
ｊ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

鶴
見
第
二
〇
加
入
区

区
第
四
一
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
イ
、
ｄ
、
ｆ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

鶴
見
第
二
一
加
入
区

区
第
三
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

米
水
津
第
一
加
入
区

区
第
四
三
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

米
水
津
第
二
加
入
区

区
第
四
三
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

米
水
津
第
四
加
入
区

区
第
四
三
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

米
水
津
第
五
加
入
区

区
第
四
三
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

米
水
津
第
七
加
入
区

区
第
四
三
三
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

米
水
津
第
八
加
入
区

区
第
四
三
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

米
水
津
第
一
二
加
入

区

区
第
四
三
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
一
二
一
六
号
、
点
ヘ
、
ホ
、

ニ
、
ｃ
、
ｄ
及
び
ｂ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん

だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
五
〇
メ
ー

ト
ル
の
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ａ　

基
点
第
二
八
五
号
と
点
ロ
を
結

ん
だ
線
上
の
点
ロ
か
ら
一
三
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

基
点
第
一
二
一
六
号
と
点
ａ
を

結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線

か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
線
と
の
交

点
ｃ　

点
ハ
、
二
を
結
ん
だ
線
上
の
点

ハ
か
ら
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
ｃ
か
ら
点
ハ
、
ニ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｅ　

点
ｃ
、
ｄ
を
結
ん
だ
見
通
し
線

と
点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
と
の
交

点

米
水
津
第
一
三
加
入

区

区
第
四
三
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｃ
、
ハ
、
ａ
、
ｄ
及
び
ｃ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

米
水
津
第
一
四
加
入

区

区
第
四
三
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｄ
、
ａ
、
ロ
、
ｅ
及
び
ｄ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

米
水
津
第
一
五
加
入

区

区
第
四
三
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｂ
、
ｄ
、
ｅ
、
イ
及
び
基
点
第
二

八
〇
号
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
線
に
よ
っ
て

囲
ま
れ
た
区
域

米
水
津
第
一
六
加
入

区

区
第
四
三
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
二
七
二
号
、
点
ａ
、
ｇ
及
び

ｅ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ａ　

基
点
第
二
七
二
号
か
ら
基
点
第

二
七
五
号
見
通
し
線
上
二
二
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

基
点
第
一
一
九
四
号
か
ら
基
点

第
一
一
九
五
号
見
通
し
線
上
一
八

〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
の
点

イ
か
ら
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
上
の
点

米
水
津
第
一
七
加
入

区

区
第
四
三
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｅ
、
ｇ
、
ｈ
及
び
ｆ
の
各
点
を
順

次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に

よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
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米
水
津
第
一
八
加
入

区

区
第
四
三
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｆ
、
ｈ
、
ｂ
及
び
基
点
第
一
一
九

四
号
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高

潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

　

ロ
か
ら
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

点
ｃ
か
ら
点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
最
大

高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点

ｆ　

点
ｄ
か
ら
点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
最
大

高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点

ｇ　

点
ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｃ
、
ｅ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｈ　

点
ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｄ
、
ｆ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

米
水
津
第
一
九
加
入

区

区
第
四
三
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｈ
、
ｂ
、
ロ
、
ｄ
及
び
ｈ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

米
水
津
第
二
十
加
入

区

区
第
四
三
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ｈ
、
ｄ
、
ｃ
及
び
ｇ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

米
水
津
第
二
一
加
入

区

区
第
四
三
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ｇ
、
ｃ
、
イ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

米
水
津
第
二
二
加
入

区

区
第
四
三
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
二
八
七
号
、
点
イ
、
ａ
及
び

ｃ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ａ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
と
基
点

第
二
七
五
号
か
ら
四
一
度
三
〇
分

の
線
と
の
交
点

ｂ　

点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ
線
と
基
点

第
二
七
五
号
か
ら
四
七
度
の
線
と

の
交
点

ｃ　

基
点
第
二
七
五
号
か
ら
四
一
度

三
〇
分
の
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸

線
と
の
交
点

ｄ　

基
点
第
二
七
五
号
か
ら
四
七
度

の
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の

交
点

米
水
津
第
二
三
加
入

区

区
第
四
三
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｃ
、
ａ
、
ｂ
及
び
ｄ
の
各
点
を
順

次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に

よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

米
水
津
第
二
四
加
入

区

区
第
四
三
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｄ
、
ｂ
、
ロ
及
び
基
点
第
一
一
三

七
号
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高

潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

上
入
津
第
一
加
入
区

区
第
四
四
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

上
入
津
第
三
加
入
区

区
第
四
四
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ニ
、
ハ
、
ｄ
、
ｃ
及
び
ニ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

イ
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

上
入
津
第
四
加
入
区

区
第
四
四
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｃ
、
ｄ
、
ｂ
、
ａ
及
び
ｃ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

　

イ
か
ら
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

上
入
津
第
五
加
入
区

区
第
四
四
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ｂ
、
ロ
、
イ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

上
入
津
第
六
加
入
区

区
第
四
四
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

下
入
津
第
一
加
入
区

区
第
四
四
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ロ
、
ｄ
、
ｇ
、
ａ
及
び
ロ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

基
点
第
二
三
七
号
か
ら
基
点
第

一
八
二
号
見
通
し
線
上
九
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

基
点
第
一
一
四
二
号
か
ら
佐
伯

市
蒲
江
大
字
畑
野
浦
字
沖
黒
島
水

取
り
ば
え
東
端
見
通
し
線
上
九
〇

〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

イ
か
ら
二
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
二
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

イ
か
ら
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｆ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｇ　

点
ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｃ
、
ｄ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｈ　

点
ａ
、
ｂ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｅ
、
ｆ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

下
入
津
第
二
加
入
区

区
第
四
四
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｄ
、
ｆ
、
ｈ
、
ｇ
及
び
ｄ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

下
入
津
第
三
加
入
区

区
第
四
四
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｆ
、
ハ
、
ｂ
、
ｈ
及
び
ｆ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

下
入
津
第
四
加
入
区

区
第
四
四
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｈ
、
ｂ
、
ニ
、
ｅ
及
び
ｈ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

下
入
津
第
五
加
入
区

区
第
四
四
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ｈ
、
ｅ
、
ｃ
及
び
ｇ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

下
入
津
第
六
加
入
区

区
第
四
四
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ｇ
、
ｃ
、
イ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
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下
入
津
第
七
加
入
区

区
第
四
四
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

蒲
江
第
五
加
入
区

区
第
四
五
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ロ
、
ｄ
、
ｇ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

基
点
第
一
二
三
一
号
か
ら
四
四

度
見
通
し
線
と
点
イ
、
ロ
を
結
ん

だ
線
と
の
交
点

ｂ　

基
点
第
一
二
三
一
号
、
点
イ
を

結
ん
だ
線
上
で
点
イ
か
ら
一
八
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

基
点
第
一
二
三
一
号
、
点
イ
を

結
ん
だ
線
上
で
点
イ
か
ら
四
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

基
点
第
八
四
五
号
、
点
ロ
を
結

ん
だ
線
上
で
点
ロ
か
ら
二
七
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

基
点
第
八
四
五
号
、
点
ロ
を
結

ん
だ
線
上
で
点
ロ
か
ら
五
二
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｆ　

点
ｃ
、
ｅ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ｅ
か
ら
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｇ　

点
ａ
、
ｆ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｂ
、
ｄ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｈ　

点
ａ
、
ｆ
を
結
ん
だ
見
通
し
線

と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点

蒲
江
第
六
加
入
区

区
第
四
五
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ｄ
、
ｅ
、
ｆ
及
び
ｇ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

蒲
江
第
七
加
入
区

区
第
四
五
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
八
四
五
号
、
点
ｅ
、
ｆ
、
ｈ

の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

蒲
江
第
八
加
入
区

区
第
四
五
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
一
二
三
一
号
、
点
ｃ
、
ｆ
、

ｈ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

蒲
江
第
九
加
入
区

区
第
四
五
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｂ
、
ｇ
、
ｆ
、
ｃ
及
び
ｂ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

蒲
江
第
十
加
入
区

区
第
四
五
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
イ
、
ａ
、
ｇ
、
ｂ
及
び
イ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

蒲
江
第
一
一
加
入
区

区
第
四
五
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ニ
、
ｅ
、
ｄ
、
ｂ
及
び
ニ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

基
点
第
一
〇
七
二
号
か
ら
一
八

〇
度
一
、
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

イ
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
ａ
か
ら
点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

ｂ
、
ｃ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

蒲
江
第
一
二
加
入
区

区
第
四
五
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｅ
、
ハ
、
ｃ
、
ｄ
及
び
ｅ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

蒲
江
第
一
三
加
入
区

区
第
四
五
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｄ
、
ｃ
、
ロ
、
ａ
及
び
ｄ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ｅ　

点
ａ
か
ら
点
イ
、
ロ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

ニ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

蒲
江
第
一
四
加
入
区

区
第
四
五
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｂ
、
ｄ
、
ａ
、
イ
及
び
ｂ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

蒲
江
第
一
五
加
入
区

区
第
四
五
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

名
護
屋
第
三
加
入
区

区
第
四
六
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

名
護
屋
第
五
加
入
区

区
第
四
六
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
基
点
第
八
四
二
号
、
点
ｄ
、
ｈ
の
各

点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸

線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

ａ　

点
イ
、
基
点
第
八
四
二
号
を
結

ん
だ
線
上
で
点
イ
か
ら
三
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
イ
、
基
点
第
八
四
二
号
を
結

ん
だ
線
上
で
点
イ
か
ら
六
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
イ
、
基
点
第
八
四
二
号
を
結

ん
だ
線
上
で
点
イ
か
ら
九
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
イ
、
基
点
第
八
四
二
号
を
結

ん
だ
線
上
で
点
イ
か
ら
一
、
二
〇

〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

点
ａ
か
ら
点
イ
、
基
点
第
八
四

二
号
を
結
ん
だ
線
に
垂
直
に
伸
ば

し
た
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と

の
交
点

ｆ　

点
ｂ
か
ら
点
イ
、
基
点
第
八
四

二
号
を
結
ん
だ
線
に
垂
直
に
伸
ば

し
た
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と

の
交
点

ｇ　

点
ｃ
か
ら
点
イ
、
基
点
第
八
四

二
号
を
結
ん
だ
線
に
垂
直
に
伸
ば

し
た
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と

の
交
点

ｈ　

点
ｄ
か
ら
点
イ
、
基
点
第
八
四

二
号
を
結
ん
だ
線
に
垂
直
に
伸
ば

名
護
屋
第
六
加
入
区

区
第
四
六
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｈ
、
ｄ
、
ｃ
、
ｇ
の
各
点
を
順
次

に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
区
域

名
護
屋
第
七
加
入
区

区
第
四
六
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ｃ
、
ｂ
、
ｆ
の
各
点
を
順
次

に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
区
域

名
護
屋
第
八
加
入
区

区
第
四
六
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｆ
、
ｂ
、
ａ
、
ｅ
の
各
点
を
順
次

に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
区
域

名
護
屋
第
九
加
入
区

区
第
四
六
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｅ
、
ａ
、
イ
、
基
点
第
一
〇
七
七

号
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域



令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

八

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

　

し
た
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と

の
交
点

名
護
屋
第
十
加
入
区

区
第
四
六
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｃ
、
イ
、
ｅ
、
ｇ
及
び
ｃ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
五
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｃ　

点
ロ
、
イ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ロ
か
ら
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｄ　

点
ハ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ハ
か
ら
二
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｅ　

点
ａ
か
ら
点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｆ　

点
ｂ
か
ら
点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ

線
に
垂
直
に
伸
ば
し
た
線
と
点

イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｇ　

点
ａ
、
ｅ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｃ
、
ｄ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

ｈ　

点
ｂ
、
ｆ
を
結
ん
だ
線
と
点

ｃ
、
ｄ
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

名
護
屋
第
一
一
加
入

区

区
第
四
六
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｇ
、
ｅ
、
ｆ
、
ｈ
及
び
ｇ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

名
護
屋
第
一
二
加
入

区

区
第
四
六
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｈ
、
ｆ
、
ニ
、
ｄ
及
び
ｈ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

名
護
屋
第
一
三
加
入

区

区
第
四
六
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ｂ
、
ｈ
、
ｄ
、
ハ
及
び
ｂ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

名
護
屋
第
一
四
加
入

区

区
第
四
六
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ｇ
、
ｈ
、
ｂ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

名
護
屋
第
一
五
加
入

区

区
第
四
六
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ロ
、
ｃ
、
ｇ
、
ａ
及
び
ロ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

名
護
屋
第
一
六
加
入

区

区
第
四
六
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
イ
、
ロ
、
ｂ
、
ａ
及
び
イ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

ａ　

点
イ
、
ニ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ニ
か
ら
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ｂ　

点
ロ
、
ハ
を
結
ん
だ
線
上
で
点

ハ
か
ら
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

名
護
屋
第
一
七
加
入

区

区
第
四
六
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の

う
ち
、
点
ａ
、
ｂ
、
ハ
、
ニ
及
び
ａ
の
各
点

を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域

二　

小
割
り
式
二
年
魚
く
ろ
ま
ぐ
ろ
養
殖
業
、
小
割
り
式
三
年
魚
く
ろ
ま
ぐ
ろ
養
殖
業
、
小
割
り
式
四
年
魚

く
ろ
ま
ぐ
ろ
養
殖
業
及
び
小
割
り
式
五
年
魚
く
ろ
ま
ぐ
ろ
養
殖
業

加
入
区
の
名
称

区　
　
　
　
　

域

点　

の　

位　

置

く
ろ
ま
ぐ
ろ
津
久
見

第
一
加
入
区

区
第
二
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

く
ろ
ま
ぐ
ろ
津
久
見

第
二
加
入
区

区
第
二
八
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

く
ろ
ま
ぐ
ろ
上
浦
第

一
加
入
区

区
第
三
二
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

く
ろ
ま
ぐ
ろ
上
浦
第

二
加
入
区

区
第
三
二
三
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

く
ろ
ま
ぐ
ろ
上
浦
第

三
加
入
区

区
第
三
二
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

く
ろ
ま
ぐ
ろ
上
浦
第

四
加
入
区

区
第
三
二
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

く
ろ
ま
ぐ
ろ
鶴
見
第

一
加
入
区

区
第
四
一
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

く
ろ
ま
ぐ
ろ
鶴
見
第

三
加
入
区

区
第
三
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

く
ろ
ま
ぐ
ろ
鶴
見
第

四
加
入
区

区
第
四
一
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

　

（
か
た
か
な
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
点
の
位
置
は
、
令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
六

九
）
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
二
百
十
二
号
（
海
区
漁
場
計
画
の
告
示
）
の
別
表
中
の
該
当
す
る
漁
場
計
画

番
号
の
項
の
点
の
欄
に
記
載
し
て
い
る
も
の
に
よ
る
。
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日



令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

九

大
分
県
報
（
公
告
）

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

事　
　
　
　

業　
　
　
　

名

着 

手 

年 

月 

日

完 

了 

年 

月 

日

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

（
た
め
池
整
備
）
（
水
ヶ
迫
溜
池
地
区
）

令
二
・
一
二
・
二
九

令
四
・
一
二
・
一
九

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

大
分
県
庁
舎
本
館
及
び
新
館
で
使
用
す
る
電
気

　
　

五
百
十
四
万
九
千
八
百
十
九
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
六
年
一
月
十
六
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
セ
ン
タ
ー　

セ
ン
タ
ー
長　

有　

吉　

吾　

一

　
　

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　

基
本
料
金
、
電
力
量
料
金
（
燃
料
費
等
調
整
額
を
含
む
。
）
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
促
進
賦

課
金
の
合
計

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
該
当

 　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

竹
田
総
合
庁
舎
ほ
か
十
九
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

　
　

二
百
八
十
二
万
九
千
三
百
八
十
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
六
年
一
月
十
六
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
セ
ン
タ
ー　

セ
ン
タ
ー
長　

有　

吉　

吾　

一

　
　

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　

基
本
料
金
、
電
力
量
料
金
（
燃
料
費
等
調
整
額
を
含
む
。
）
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
促
進
賦

課
金
の
合
計

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
該
当

 　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

宇
佐
総
合
庁
舎
ほ
か
七
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

　
　

百
七
十
五
万
七
千
百
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
六
年
一
月
十
六
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所



令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

一
〇

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
セ
ン
タ
ー　

セ
ン
タ
ー
長　

有　

吉　

吾　

一

　
　

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　

基
本
料
金
、
電
力
量
料
金
（
燃
料
費
等
調
整
額
を
含
む
。
）
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
促
進
賦

課
金
の
合
計

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
該
当

 　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

二
豊
学
園
ほ
か
八
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

　
　

二
百
四
十
五
万
三
千
七
百
三
十
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー　

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
六
年
一
月
十
六
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
セ
ン
タ
ー　

セ
ン
タ
ー
長　

有　

吉　

吾　

一

　
　

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　

基
本
料
金
、
電
力
量
料
金
（
燃
料
費
等
調
整
額
を
含
む
。
）
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
促
進
賦

課
金
の
合
計

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
該
当

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

大
分
県
立
杵
築
高
等
学
校
ほ
か
二
十
施
設
で
使
用
す
る
電
気
六
百
四
万
三
千
六
百
二
十
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト

ア
ワ
ー

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

　
　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
六
年
一
月
十
六
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
Ｖ

−

Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ　

代
表
取
締
役　

小　

室　

正　

則

　
　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
番
九
号

五　

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

　
　

一
億
六
千
八
百
五
十
万
五
千
七
百
八
十
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
五
年
十
二
月
五
日

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

大
分
県
立
高
田
高
等
学
校
ほ
か
十
六
施
設
で
使
用
す
る
電
気
六
百
二
十
二
万
千
九
百
八
十
八
キ
ロ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

　
　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号



令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

一
一

大
分
県
報
（
公
告
）

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
六
年
一
月
十
六
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
Ｖ

−

Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ　

代
表
取
締
役　

小　

室　

正　

則

　
　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
番
九
号

五　

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

　
　

一
億
七
千
十
万
五
千
百
七
十
九
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
五
年
十
二
月
五
日

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

大
分
県
立
国
東
高
等
学
校
ほ
か
二
十
二
施
設
で
使
用
す
る
電
気
五
百
八
十
八
万
六
千
二
十
一
キ
ロ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

　
　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
六
年
一
月
十
六
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
Ｖ

−

Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ　

代
表
取
締
役　

小　

室　

正　

則

　
　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
番
九
号

五　

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

　
　

一
億
六
千
四
百
四
十
万
三
千
九
百
九
十
三
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
五
年
十
二
月
五
日


